
 

ANAS 第 24-021 号 

2 0 2 4 年 8 月 1 日 

お客様各位 

 

【国内貨物】データロガー等の携帯電子機器の受託方法について 

平素より ANA をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。 

表題の件、航空貨物の温度管理や振動・衝撃記録などの品質管理を目的とした、データロガー等の携帯

電子機器(Portable Electric Devices/PED)に関しては、「確認済み電子機器リスト」に記載があれば電源を

入れた状態でお預かり可能です。 

当該貨物につきましては、「バラ予約」のみ受託可能としておりましたが、今般、「コンテナ予約」についても

受託可能としますので、下記の通りご準備いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 受託方法について 

「バラ予約」、「コンテナ予約」ともに受託可能 

 

２． 更新日 

2024年 8月 9日（金）搭載分より 

 

３． 対象便 

ANA、AKX 運航便の国内線 

※上記以外の他社便および他社運航機材によるコードシェア便を除く。 

 

４． 受託要件について 

対象の電子機器が弊社 HP「確認済み電子機器リスト」にあることを確認の上、「ANA FLY CARGO!(以下、 

AFC!)」にてご予約される際に、AFC!「備考欄」へ「電子機器 List No.と電子機器名 No.」をご入力ください。 

※入力ない場合は受託できませんのでご注意ください。 

（確認済み電子機器リスト）https://www.anacargo.jp/ja/dom/regulations/ 

 

（入力例 1） 以下の電子機器の場合⇒「電子機器 List1. / No.1」 
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（入力例 2） 以下の電子機器の場合⇒「電子機器 List2. / No.1」 

 

 

その他、ご不明な点がございましたら弊社販売担当者もしくは空港係員へお問い合わせください。 

以上 


